
 福 井 市

投票することが
施　設　の　名　称 できる選挙人の 所　在　地

住　　所　　地

※1 福 井 市 役 所 福井市の区域   福井市大手三丁目10-1

宮 ノ 下 公 民 館 〃     〃  島山梨子町22-9

森 田 公 民 館 〃     〃  下森田藤巻町2

防 災 セ ン タ ー 〃     〃  和田東二丁目2207

福 井 市 役 所 美 山 連 絡 所 〃     〃  美山町7-1

越 廼 公 民 館 〃     〃  茱崎町1-68

福 井 市 清 水 健 康 管 理 セ ン タ ー 〃     〃  風巻町28-8-1

※2 み ど り 図 書 館 〃     〃  若杉三丁目301

え ち ぜ ん 鉄 道 福 大 前 西 福 井 駅 ビ ル 〃     〃  文京四丁目3-1

※3 ラ ブ リ ー パ ー ト ナ ー エ ル パ 〃     〃  大和田二丁目1212

※4 パ リ オ C i T Y 〃     〃  松城町12-7

※2 シ ョ ッ ピ ン グ シ テ ィ ベ ル 〃     〃  花堂南二丁目16-1

ア オ ッ サ 〃     〃  手寄1-4-1

※1の開設時間は、7月18日（金）のみ午後9時まで
※2の開設時間は、各日午前10時から午後8時まで
※3の開設期間は、7月16日を除く7月4日（金）から7月19日（土）まで、開設時間は各日午前10時から午後8時まで
※4の開設時間は、各日午前10時から午後7時30分まで

 敦 賀 市

投票することが
施　設　の　名　称 できる選挙人の 所　在　地

住　　所　　地
敦 賀 市 役 所 敦賀市の区域   敦賀市中央町二丁目1-1

※1 ア ル ・ プ ラ ザ 敦 賀 〃    〃   白銀町11-5

※1の開設期間は、7月17日（木）～7月19日（土）。開設時間は午前9時30分から午後7時まで

 小 浜 市

投票することが
施　設　の　名　称 できる選挙人の 所　在　地

住　　所　　地

小 浜 市 役 所 小浜市の区域   小浜市大手町6-3

※1 移 動 期 日 前 投 票 所 〃 　  ※

※堅海区、 泊区、 若狭高校
※1の開設期間は、   東勢区、 若狭東高校、 下根来区
  7月10日（木）堅海区、泊区、若狭高校　午前11時00分から午後4時45分まで、順次開設
　7月11日（金）東勢区、若狭東高校、下根来区　午前9時30分から午後2時50分まで、順次開設

 大 野 市

投票することが
施　設　の　名　称 できる選挙人の 所　在　地

住　　所　　地

大 野 市 役 所 大野市の区域   大野市天神町1-1

※1 大 野 市 和 泉 地 域 交 流 セ ン タ ー 〃    〃   朝日25-5

※2 シ ョ ッ ピ ン グ モ ー ル Vi o 〃    〃   鍬掛17-17-1

※3 移 動 期 日 前 投 票 所 〃 　※

※上大納、 下山、 五条方、 南六呂師、
※1の開設時間は、各日午後6時まで 　 松丸、 市内高校ほか
※2の開設期間は、7月19日（土）のみ 　 1か所60分～90分滞在
※3の開設期間は、7月15日（火）から7月17日（木）まで

期 日 前 投 票 所 一 覧

〔期日前投票所開設期間〕（想定）
・7月4日（金）から7月19日（土）まで
・各日：午前8時30分～午後8時まで



 勝 山 市

投票することが
施　設　の　名　称 できる選挙人の 所　在　地

住　　所　　地

勝 山 市 民 会 館 勝山市の区域   勝山市元町一丁目5-16

※1 福 祉 健 康 セ ン タ ー 「 す こ や か 」 〃   　 〃　 郡町一丁目1-50

※2 勝 山 サ ン プ ラ ザ 〃   　 〃　 元町一丁目7-28

※3 移 動 期 日 前 投 票 所 〃 　  ※

※岩ヶ 野、 栃神谷、 勝山高校ほか
※1の開設期間は、7月17日（木）から7月19日（土）まで 　 1か所60分滞在
※2の開設期間は、7月10日（木）から7月12日（土）までで、開設時間は午前10時から午後4時まで
※3の開設期間は、7月8日（火）から7月9日（水）まで

 鯖 江 市

投票することが
施　設　の　名　称 できる選挙人の 所　在　地

住　　所　　地

鯖 江 市 役 所 鯖江市の区域   鯖江市西山町13-1

※1 ア ル ・ プ ラ ザ 鯖 江 〃   　 〃　 下河端町16-16-1

※1の開設期間は、7月17日（木）から7月19日（土）まで、開設時間は午前10時から午後8時まで

 あ わ ら 市　

投票することが
施　設　の　名　称 できる選挙人の 所　在　地

住　　所　　地

あ わ ら 市 役 所 あわら 市の区域   あわら 市市姫三丁目1-1

あ わ ら 市 保 健 セ ン タ ー 〃 　   〃　 　 国影13-13

※1 ア フ レ ア 〃 　   〃　 　 春宮一丁目12-18

※1の開設期間は、7月8日（火）午前9時から午後8時まで

 越 前 市

投票することが
施　設　の　名　称 できる選挙人の 所　在　地

住　　所　　地

越 前 市 生 涯 学 習 セ ン タ ー e ホ ー ル 越前市の区域   越前市府中一丁目13-7

※1 あ い ぱ ー く 今 立 〃 　 　 〃  粟田部町9-1-9

※2 武 生 楽 市 〃     〃  横市町28-14-1

※1の開設期間は、7月12日（土）から7月19日（土）まで
※2の開設期間は、7月17日（木）から7月19日（土）まで

 坂 井 市

投票することが
施　設　の　名　称 できる選挙人の 所　在　地

住　　所　　地

坂 井 市 み く に 市 民 セ ン タ ー 坂井市の区域   坂井市三国町中央一丁目5-1

坂 井 市 役 所 丸 岡 支 所 〃     〃  丸岡町西里丸岡12-21-1

坂 井 市 役 所 春 江 支 所 〃     〃  春江町随応寺17-10

坂 井 市 役 所 〃     〃  坂井町下新庄1-1

※1 竹 田 コ ミ ュ ニ テ ィ セ ン タ ー 〃     〃  丸岡町山竹田119-3

※2 移 動 期 日 前 投 票 所 〃 　  ※

※坂井高校、 三国高校、 丸岡高校
※1の開設期間は、投票日の前々日のみで、開設時間は午前8時30分から午後0時30分まで 　 1か所60分滞在
※2の開設期間は、
　坂井高校は7月4日のみで、午前11時40分から午後0時40分まで
　三国高校は7月4日のみで、午後3時50分から午後4時50分まで
　丸岡高校は7月11日のみで、午後12時40分から午後1時40分まで



 永 平 寺 町

投票することが
施　設　の　名　称 できる選挙人の 所　在　地

住　　所　　地

永 平 寺 町 役 場 永平寺町の区域   永平寺町松岡春日一丁目4

永 平 寺 開 発 セ ン タ ー 〃      〃　  東古市10-5

永 平 寺 町 役 場 上 志 比 支 所 〃 　    〃　  栗住波1-1

※1 フ ァ ッ シ ョ ン プ ラ ザ 松 岡 店 〃      〃　  松岡窪25字1-1

※1 ハ ニ ー ARENA 福 大 病 院 前 店 〃      〃　  松岡下合月22-10

※2 志 比 堺 ふ れ あ い 会 館 〃      〃　  松岡志比堺11-82

※2 轟 ふ れ あ い 会 館 〃      〃　  轟17-82

※2 諏 訪 間 ふ れ あ い 会 館 〃      〃　  諏訪間21-7-1

※3 志 比 区 公 民 館 〃      〃　  志比6-10-1

※3 鳴 鹿 集 落 生 活 改 善 セ ン タ ー 〃      〃　  鳴鹿山鹿13-14-1

※3 牧 福 島 集 落 生 活 改 善 セ ン タ ー 〃 　 　  〃　  牧福島22-31

※1の開設期間は、７月５日（土）、６日（日）、12日（土）、13日（日）、19日（土）で、開設時間は午前10時から午後5時まで
※2の開設期間は、７月19日（土）のみで開設時間は午前8時30分から午前12時まで
※3の開設期間は、７月19日（土）のみで開設時間は午後1時から午後4時30分まで

 池 田 町

投票することが
施　設　の　名　称 できる選挙人の 所　在　地

住　　所　　地

池 田 町 農 村 開 発 セ ン タ ー 池田町の区域   池田町稲荷35-5

 南 越 前 町

投票することが
施　設　の　名　称 できる選挙人の 所　在　地

住　　所　　地

南 越 前 町 役 場 南越前町の区域   南越前町東大道29-1

南 越 前 町 今 庄 住 民 セ ン タ ー 〃       〃  今庄84-25

南 越 前 町 河 野 住 民 セ ン タ ー 〃       〃  河野15-16-1

 越 前 町

投票することが
施　設　の　名　称 できる選挙人の 所　在　地

住　　所　　地

越 前 町 役 場 越前町の区域   越前町西田中13-5-1

宮 崎 コ ミ ュ ニ テ ィ セ ン タ ー 〃     〃  江波50-80-1

越 前 コ ミ ュ ニ テ ィ セ ン タ ー 〃     〃  道口1-24-1

織 田 コ ミ ュ ニ テ ィ セ ン タ ー 〃     〃  織田36-1

移 動 期 日 前 投 票 所 〃 　  ※

※町内２ か所予定

 美 浜 町

投票することが
施　設　の　名　称 できる選挙人の 所　在　地

住　　所　　地

美 浜 町 役 場 美浜町の区域   美浜町郷市25-25

 高 浜 町

投票することが
施　設　の　名　称 できる選挙人の 所　在　地

住　　所　　地

高 浜 公 民 館 高浜町の区域   高浜町宮崎86-23-2



 お お い 町

投票することが
施　設　の　名　称 できる選挙人の 所　在　地

住　  所　  地 

お お い 町 役 場 おおい町の区域   おおい町本郷136-1-1

里 山 文 化 交 流 セ ン タ ー 〃 　  〃　　名田庄久坂3-21-1

 若 狭 町

投票することが
施　設　の　名　称 できる選挙人の 所　在　地

住　　所　　地

若 狭 町 中 央 公 民 館 若狭町の区域   若狭町中央1-2

若 狭 町 役 場 上 中 庁 舎 〃     〃  市場20-18


